
様式第２号の参考 

 

水稲生産実施計画書兼営農計画書の記入上の注意について 

 

１ 「農業共済加入状況（含加入予定）記入欄」 

  当該年産の水稲・麦・大豆・そば・てん菜・でん粉原料用ばれいしょについて

農業共済に加入している又は加入予定の場合に「○」を記入してください。 

 

２ 「水稲単収欄」 

  「水稲用途別作付面積」の生産予定面積等の算定に用いる水稲単収を記入して

ください。 

 

３ 「水稲用途別作付面積欄」 

    需要者、集出荷業者等との出荷・販売契約数量及び生産予定面積を記入してく

ださい。 

醸造用玄米について、「うちコメ新市場事業対象」欄には、コメ新市場開拓等

促進事業に、酒造好適米として申請した数量・面積を記入してください。 

  米粉用米、新市場開拓用米及び加工用米について、「うちコメ新市場事業対象

を除く」欄には、コメ新市場開拓等促進事業（Ｒ８当初事業）に申請していない

数量・面積を記入し、「うちコメ新市場事業対象」欄には、コメ新市場開拓等促

進事業（Ｒ８当初事業）に申請した数量・面積を記載してください。また、「う

ち多収品種加算対象」欄には、多収品種加算を申請した数量・面積を記載してく

ださい。 

 

４ 「水田活用の直接支払交付金のうち水田農業高収益化推進助成関係」 

  令和４年までに水田活用の直接支払交付金の高収益作物定着促進支援に取り組

んでいる場合は、開始年度及び対象面積を記入してください。 

 

５ 「畑地化促進事業のうち定着促進支援関係」 

  定着促進支援に取り組む場合は、開始年度及び対象面積を記入してください。 

 

６ 農地の利用計画記入欄 

（１）「農地の番号」 

  農地の番号については、水稲共済との整合性を図る観点から、耕地番号、分

筆番号の設定に当たっては水稲共済と一体的な番号を設定するとともに、新た

に水田等の追加がある場合は最後に追加し、水田等がなくなった場合は番号の

修正をせず欠番としてください。 

（２）「地名、地番、大字、字、集落地番」 

作付面積の現地確認等の確認のために必要ですので、必ず記入してください。 

（３）「交付対象農地区分」 

水田活用の直接支払交付金の交付対象水田は「１」を、水田活用の直接支払

交付金の交付対象農地以外の水田は「２」を、畑地は「３」と記入してくださ



い。（交付対象農地区分は、地域農業再生協議会に確認して記入してください。） 

なお、畑地化に取り組む場合は、取組年度においては「１」を、取組の翌年

度以降は「２」又は「３」を記入してください。ただし、高収益作物畑地化支

援及びその他畑地化支援に取り組む場合は、畑地化取組後であっても、高収益

作物定着促進支援及び畑作物定着促進支援の支援期間においては、「１」を記

入してください。 

（４）「水稲作付最終年」 

前年度以前で、水稲を作付けた最終年を記入してください（ただし、令和３

年度以前の水稲作付最終年の記入は不要です。）。 

例えば、令和４年度に水稲を作付けた場合には、「Ｒ４」と記入してくださ

い。 

（５）「作期」 

一つのほ場で二毛作を行う場合には、ほ場欄を二段書きすることとし、次に

より記入してください。 

○ 主食用水稲の作付けがある場合 

主食用水稲の作付けは「１」を、主食用水稲以外の作物作付けは「２」を

記入してください。 

（例）麦「２」－主食用水稲「１」 

○ 主食用水稲の作付けがない場合 

当年産の作物作付けのうち転作として作付けした作物を「１」を、二毛作

として作付けした作物を「２」を記入してください。 

（例）麦「２」－大豆「１」（麦を転作扱いとする場合は、麦「１」－ 大

豆「２」になります。） 

（６）「面積（本地面積）」 

  畦畔を含まない本地面積を記入してください。 

また、農地転用を行った場合は、その転用面積は本地面積及び作付面積から

除いてください。 

（７）「作物作付面積」 

  耕地ごとの作付面積を、１㎡未満を切り捨てて記入してください。 

（注）有機栽培等を行うことにより、通常の栽培方法と比べて単収が減少する場合

であっても、実際に水稲を作付けする面積を記入してください。 

（８）「作物名」 

  主食用水稲（一般米又は種子用米生産ほ場）、醸造用玄米、麦（小麦、二条

大麦、六条大麦、はだか麦、麦芽原料用麦（ビール用麦等）又は種子用麦）、

大豆（普通大豆、黒大豆又は種子用大豆）、飼料作物（青刈り稲、子実用とう

もろこし、青刈りとうもろこし、牧草、その他）、米粉用米、飼料用米（生も

みを直接利用する取組は「飼料用米・生もみ」）、ＷＣＳ用稲、加工用米、新

市場開拓用米、そば（普通そば又は種子用そば）、なたね（食用植物油脂用、

その他）、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ（専用品種、その他）、野菜又は

果樹等の作物名のほか、不作付地がある場合はその状態（調整水田、自己保全

管理又は土地改良通年施行等）について記入してください。また、必要に応じ

て品種名も記入してください。 



（注１）平成 30 年度以降３年間連続して作物の作付けが行われなかった場合の取扱い 

平成 30 年度以降３年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年

度も作付けが行われないことが確実な場合には、水田活用の直接支払交付金

の交付対象農地から除外します。 

ただし、次に掲げる場合を除きます。 

① 地域計画の目標地図において、農業を担う者が位置付けられた農地及び

位置付けられることが確実な農地（令和４年度以前において、地域の中心

となる経営体に集積する農地として位置づけられたものを含みます。） 

② その他現在の利用形態を当面維持する必要があると地方農政局長等が認

めたもの 

③ 農地中間管理機構が行う事業の対象となった水田で、農地中間管理機構

から貸借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けたもの（ただし、

農地を所有者自ら農地中間管理機構から借り受けた場合、農地を農地中間

管理機構に貸し付けられる以前に利用権を有していた者が再び農地中間管

理機構から借り受けた場合等を除きます。） 

（注２）畑地における対象畑作物の作付面積も記入してください。 

（注３）小麦のうち、ゲタを申請し、かつ、「春まき」と「秋まき」の両方の作付

予定がある場合、「春まき」と「秋まき」に区別して記入してください。 

（９）「は種の有無」 

飼料作物（牧草）を作付けるほ場であって、当年産では種を行うほ場の場合

に「○」を記入してください。 

（10）「自家消費該当」 

  水稲（新規需要米、加工用米を含みます。）、地力増進作物及び景観形成作

物を除く作物のうち、出荷・販売を一切行っていない作物について当該欄に「○」

を記入してください。なお、出荷・販売用に生産する作物について、収穫後に

その一部を自家消費するなど自家消費用作物の生産ほ場を特定できない場合に

は、記入する必要はありません。 

（11）「多収品種」 

米粉用米及び飼料用米の作付において、多収品種を用いる場合は「１」を、

多収品種を用いない場合は「２」を記入してください。また、多収品種を用い

る場合は「品種名」欄に品種名を記載してください。 

なお、コメ新市場開拓等促進事業に申請し、多収品種加算を受けようとする

ほ場は、「コメ新市場開拓事業対象（注 19）」欄及び「多収品種加算（注 20）」

欄に「○」を記入してください。 

（12）「地権者（権原を有する者）」 

  作物を作付ける農地の使用収益権等が本人以外となっている場合、その者の

住所地、氏名を記入してください。 

（13）「畑地化」 

  高収益作物畑地化支援に係る取組及びその他畑地化支援に取り組む年度を記

入してください。畑地化の取組後、５年以上継続して高収益作物を作付けする

場合は、「高収益作物のみ」欄に「○」を記入してください。 

 



（14）「備考」 

備考として特記すべき事項を記入してください。平成 29 年度において醸造用

玄米の生産数量目標の枠外で生産したほ場が特定できる場合には、備考欄に枠

外と記入してください。 

高収益作物定着促進支援に輪作で取り組む場合は備考欄に輪作と記入してく

ださい。 

 

 

７ 提出期限 

（１）営農計画書は、経営所得安定対策等交付金交付申請書と併せて、毎年６月 30

日までに、自らが参加する認定方針作成者や申請手続の委託先である農協等を

経由して地域農業再生協議会に、個別農業者で生産調整方針を作成している認

定方針作成者及び生産調整方針に参加されていない個別農業者等は地域農業再

生協議会に直接提出してください。 

（２）なお、内容に変更がある場合には、毎年６月 30 日までに、自らが参加する認

定方針作成者や申請手続の委託先である農協等を経由して地域農業再生協議会

に、個別農業者で生産調整方針を作成している認定方針作成者及び生産調整方

針に参加されていない個別農業者等は地域農業再生協議会に直接申し出てくだ

さい。 

 

以 上 


